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市営住宅臨時募集
　定期募集などで申し込みがなかった住宅を通常の定期募集とは異なる先着順で募
集します。
申込方法　窓口で直接申し込みください。
申込期間　４月12日（月）～ 23日（金）　午前９時30分～午後４時

※家賃は世帯の所得などにより決定します。
※募集する住宅の詳細および申し込み資格は、問い合わせいただくかホームページ
をご覧ください。
□申 ・□問 　住宅課（内線5759）

地　　区 中心 湊
住  宅  名 門脇西復興（2LDK） 門脇東復興（3LDK） 大門町復興（2LDK）
募集戸数 1戸（2人から） 1戸（3人から） 1戸（2人から）

地　　区 湊 渡波
住  宅  名 大門町復興（3LDK） 不動町復興（3LDK） 沖六勺東復興（2LDK）
募集戸数 1戸（3人から） 1戸（3人から） 1戸（2人から）

【募集する住宅】

子
ど
も
・
教
育

子
ど
も
・
教
育

小・中
学
生
対
象
の

就
学
援
助
制
度

　
家
庭
の
経
済
的
な
理
由
か
ら

支
援
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
児
童・
生
徒
の
保
護
者
に

対
し
て
、就
学
に
必
要
な
経
費

の
一
部
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

※
対
象
や
申
込
方
法
な
ど
は
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

□申・□問　
教
育
総
務
課

　
（
内
線
５
０
１
７
）

　
各
小・中
学
校

転
出 

・ 

転
入
さ
れ
る
児
童

生
徒
の
保
護
者
の
皆
さ
ん
へ

転
出
す
る
方　
転
出
前
の
学
校

で
発
行
さ
れ
た
在
学
証
明
書

な
ど
の
関
係
書
類
を
、転
出

先
の
小・中
学
校
、ま
た
は
教

育
委
員
会
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

転
入
し
た
方　
転
入
手
続
き
を

す
る
と
入
学
通
知
書
が
発
行

さ
れ
ま
す
の
で
、新
し
い
学

校
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、新
１
年
生（
入
学

前
）は
手
続
き
が
必
要
で
す

の
で
、教
育
総
務
課
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

□問　
教
育
総
務
課

　
（
内
線
５
０
１
８
）

市
新
生
児
臨
時
特
別
定
額

給
付
金（
10
万
円
）の
申
請

期
間
が
終
了
し
ま
す

　
対
象
と
な
る
方
は
期
限
ま
で

に
忘
れ
ず
に
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

申
込
期
限　
４
月
30
日（
金
）

対
象　
令
和
２
年
４
月
28
日
か

ら
令
和
３
年
４
月
１
日
ま
で

に
出
生
し
、市
に
住
民
登
録

を
し
た
子
ど
も
を
養
育
し
て

い
る
父
ま
た
は
母

給
付
額　
新
生
児
１
人
に
つ
き

　
10
万
円

□申・□問　
子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
２
５
５
４
）

福 

　祉

福 

　祉

介
護
保
険
料（
仮
算
定
）納
入

通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す

　

令
和
３
年
４
月
１
日
時
点
の

世
帯
の
状
況
、令
和
元
年
分
の
所

得（
令
和
２
年
分
の
所
得
が
未
確

定
の
た
め
）な
ど
に
基
づ
き
、介

護
保
険
料
を
計
算（
仮
算
定
）し
、

４
月
中
旬
に
令
和
３
年
度
納
入

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

※
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い

る
方
を
除
く

□問　
介
護
保
険
課

　
（
内
線
２
４
４
５
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

在
宅
障
害
者
等
社
会
参
加

促
進
助
成
券（
タ
ク
シ
ー・

ガ
ソ
リ
ン
共
通
助
成
券
）

　
心
身
に
重
度
の
障
害
の
あ
る

在
宅
の
障
害
者
が
通
院
や
社
会

活
動
に
参
加
す
る
た
め
に
、タ

ク
シ
ー
や
自
家
用
車
を
利
用
す

る
場
合
、タ
ク
シ
ー
の
利
用
料

金
や
自
動
車
燃
料
費
の
一
部
を

助
成
し
て
い
ま
す
。

対
象　
身
体
障
害
者
手
帳
１・

２
級
お
よ
び
３
級（
３
級
は
、

肢
体
不
自
由・
呼
吸
器
機
能

障
害・
在
宅
酸
素
療
法
者
に

限
る
）、療
育
手
帳
Ａ
、精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

の
い
ず
れ
か
を
所
持
し
、本

人
の
令
和
２
年
度
市
民
税
が

非
課
税
の
方

※
令
和
２
年
度
に
交
付
を
受
け

た
方
で
、令
和
３
年
度
も
対

象
の
方
は
、助
成
券
を
４
月

上
旬
に
送
付
し
ま
す
の
で
、

申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
申
し
込
み
方
法
な
ど
、詳
し

く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
障
害
福
祉
課

　
（
内
線
２
４
８
３
）

環
境
・
エ
コ

環
境
・
エ
コ

雨
水
利
用
タ
ン
ク
設
置

に
補
助
金
を
交
付

受
付
期
間　

４
月
１
日（
木
）

～
令
和
４
年
３
月
15
日（
火
）

補
助
金
交
付
額　
雨
水
タ
ン
ク

の
購
入（
設
置
費
用
含
む
）費

用（
税
抜
）の
２
分
の
１（
上

限
は
３
万
円
）

申
請
方
法　
申
請
書
を
持
参
す

る
か
郵
送（
必
ず
書
留
な
ど

配
達
記
録
が
残
る
方
法
）し

て
く
だ
さ
い
。申
請
書
は
、環

境
課
、各
総
合
支
所
市
民
福

祉
課
お
よ
び
各
支
所
の
窓
口

で
交
付
し
て
い
ま
す
。ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

※
対
象
な
ど
、詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
〒
９
８
６－

８
５
０
１

　
（
住
所
不
要
）

　
環
境
課（
内
線
３
３
６
８
）

「
古
着 

・ 

布
類
」の
回
収

に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
に
よ
り「
古
着・
布
類
」の
家

庭
内
保
管
を
お
願
い
し
て
い
ま

し
た
が
、４
月
１
日（
木
）か
ら

通
常
通
り
資
源
物
と
し
て
回
収

し
ま
す
。

□問　
廃
棄
物
対
策
課

　
（
内
線
３
３
７
３
）

ご
み
集
積
ボ
ッ
ク
ス
等

設
置
事
業
費
補
助
金

　
町
内
会
ま
た
は
行
政
区
が
設

置
す
る
ご
み
集
積
ボ
ッ
ク
ス
な

ど
の
設
置
に
要
す
る
費
用
に
対

し
、補
助
を
行
い
ま
す
。

対
象　
町
内
会
ま
た
は
行
政
区

が
管
理
す
る
ご
み
集
積
所

で
、次
の
要
件
を
全
て
満
た

す
場
合



・

設
置
し
た
ご
み
集
積
ボ
ッ
ク

ス
な
ど
を
適
正
に
維
持
管
理

で
き
る
こ
と



・

法
、政
令
、省
令
そ
の
他
の
関

係
法
令
を
順
守
で
き
る
こ
と

補
助
対
象
経
費



・

ご
み
集
積
ボ
ッ
ク
ス
な
ど
の

購
入
費
お
よ
び
設
置
費



・

自
ら
ご
み
集
積
ボ
ッ
ク
ス
な

ど
を
製
作
す
る
場
合
の
材
料

費
お
よ
び
設
置
費

申
込
方
法　
事
前
相
談
の
上
、

直
接
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
廃
棄
物
対
策
課

　
（
内
線
３
３
７
４
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

募
集
・
案
内

募
集
・
案
内

飲
食
業
等
応
援
給
付
金

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
売
り
上
げ
が

減
少
し
た
飲
食
店
と
運
転
代
行

業
事
業
者
の
方
へ
給
付
金
を
支

給
し
ま
す
。

助
成
金
額　
１
事
業
者
あ
た
り

上
限
30
万
円

申
請
期
限　
４
月
30
日（
金
）

※
対
象
な
ど
、詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た

め
、郵
送
で
の
申
請
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
〒
９
８
６－

８
５
０
１

　
（
住
所
不
要
）

　
商
工
課（
内
線
３
５
２
３
）

感
染
予
防
支
援
補
助
金

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
を
予
防
す
る
取
り
組
み
を
行

っ
た
事
業
者
の
方
へ
、そ
の
経

費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象　
市
内
に
店
舗
、事
務
所

な
ど
を
所
有
す
る
中
小
企
業

者（
個
人
事
業
主
を
含
む
）

で
、市
税
に
滞
納
が
な
く
、事

業
を
営
ん
で
い
る
方

補
助
対
象
業
種

　
市
内
の
全
業
種
を
対
象

申
請
期
限　
７
月
30
日（
金
）

※
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た

め
、郵
送
で
の
申
請
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

※
補
助
金
額
な
ど
詳
し
く
は
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
〒
９
８
６－

８
５
０
１

（
住
所
不
要
）

　
商
工
課（
内
線
３
５
２
４
）

雇
用
調
整
助
成
金
利
用

促
進
補
助
金
の
申
請
期

限
を
延
長
し
ま
し
た

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
に
よ
り
売
り
上
げ
が
減

少
し
た
市
内
中
小
企
業
者
の
方

が
雇
用
調
整
助
成
金（
緊
急
雇

用
安
定
助
成
金
）の
申
請
の
た

め
に
社
会
保
険
労
務
士
な
ど
に

支
払
っ
た
相
談
費
用・
申
請
代

行
費
用
な
ど
を
助
成
し
ま
す
。

対
象　
市
内
に
事
業
所
を
置
く

中
小
企
業
者（
個
人
事
業
主

を
含
む
）で
、令
和
２
年
４
月

１
日
か
ら
令
和
３
年
４
月
30

日
ま
で
の
間
に
社
会
保
険
労

務
士
な
ど
に
雇
用
調
整
助
成

金
の
申
請
等
を
依
頼
し
た
方

助
成
金
額

　
費
用
の
全
部（
上
限
10
万
円
）

申
請
期
限

　
８
月
２
日（
月
）

※
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た

め
、郵
送
で
の
申
請
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
〒
９
８
６－

８
５
０
１

（
住
所
不
要
）

　
商
工
課（
内
線
３
５
２
４
）

建
築
物
な
ど
の
耐
震
に

対
す
る
補
助
金

危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
除
却
等
補
事

業
　
避
難
路
に
該
当
す
る
道
路
に

面
し
た
高
さ
１
㍍
以
上
の
危
険

な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
を
除
却
な

ど
す
る
場
合
に
費
用
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

木
造
住
宅
耐
震
診
断
事
業

　
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

着
工
さ
れ
た
木
造
住
宅
の
耐
震

診
断
を
希
望
す
る
方
に
耐
震
診

断
士
を
派
遣
し
ま
す
。

木
造
耐
震
改
修
工
事
助
成
事
業

　
市
の
事
業
に
よ
る
耐
震
診
断

に
よ
り
作
成
さ
れ
た
耐
震
改
修

計
画
に
基
づ
く
耐
震
改
修
工

事
、ま
た
は
建
て
替
え
工
事
に

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

申
請
方
法　
必
ず
着
手
前
に
窓

口
で
直
接
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

工
事
完
了
期
限　
令
和
４
年
３

月
31
日
ま
で
に
工
事
完
了
報

告
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
建
築
指
導
課

　
（
内
線
５
６
７
５
）

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
等

設
置
に
補
助
金
を
交
付

受
付
期
間　

４
月
１
日（
木
）

～
令
和
４
年
３
月
15
日（
火
）

申
請
方
法　
申
請
書
を
持
参
す

る
か
郵
送（
必
ず
書
留
な
ど

配
達
記
録
が
残
る
方
法
）し

て
く
だ
さ
い
。申
請
書
は
、環

境
課
、各
総
合
支
所
市
民
福

祉
課
お
よ
び
各
支
所
の
窓
口

で
交
付
し
て
い
ま
す
。ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

※
対
象
な
ど
、詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
〒
９
８
６－

８
５
０
１

　
（
住
所
不
要
）

　
環
境
課（
内
線
３
３
６
８
）

種　類 ボックス型 折りたたみ型

補助内容

集積所１カ所あたり補助
対象経費の実支出額の合
計額の２分の１の額また
は85,000円のいずれか少
ない額

集積所１カ所あたり補助
対象経費の実支出額の合
計額の２分の１の額また
は28,000円のいずれか少
ない額
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オープニングロビーコンサート Ⅰ

オープニングロビーコンサート Ⅱ

こけら落とし公演　宮川彬良×ぱんだウインドオーケストラ

春のマンガッタン祭り2021

東北デスティネーションキャンペーン
石ノ森萬画館スタッフと行く� マンガロードツアー

石ノ森萬画館第81回特別企画展
少年アシベ展  ～森下裕美の世界～

 □問  　マルホンまきあーとテラス　☎98-5630

 □問  　石ノ森萬画館　☎96-5055

と　　き　４月４日（日）　午後２時～３時
と  こ  ろ　マルホンまきあーとテラス ロビー
出　　演　山形交響楽団メンバーによる金管五重奏

と　　き　４月11日（日）　午後２時～３時
と  こ  ろ　マルホンまきあーとテラス ロビー
出　　演　仙台フィルハーモニー管弦楽団メンバーによる弦楽三重奏

エモいぜ！昭和っ！ ナウいよ！昭和ぁ～！
　宮川彬良の父、宮川泰作曲の「宇宙戦艦ヤマト」「ザ・ピーナッツ メドレー」「ゲバゲバ
90分」など、懐かしい昭和の名曲でつづるコンサートを開催します。
と　　き　4月29日（木・祝）　午後2時開演（午後1時開場）
と  こ  ろ　マルホンまきあーとテラス 大ホール
料　　金　Ｓ席　一　般　3,000円／学　生（高校生以下）1,500円
　　　　　Ａ席　一　般　2,000円／学　生（高校生以下）1,000円
　　　　　※当日は500円増となります。
　　　　　※車いす席はマルホンまきあーとテラスでのみ販売します。
　　　　　※未就学児は入場できません。
プレイガイド　マルホンまきあーとテラス、河北総合センター「ビッグバン」、遊楽館、

ヤマト屋書店TSUTAYA（中里店 ・ あけぼの店）

　今年は石ノ森萬画館の芝生でピクニックをしよう�音楽を聴いたり、寝ころがって
マンガを読んだり、自由に過ごそう�
と　　き　５月３日（月・祝）～５日（水・祝）

　日本にアザラシブームを巻き起こした大人気マンガ「少年アシベ」の原画展です。
と　　き　５月30日（日）まで

　東北ＤＣ＆石ノ森萬画館開館20周年を記念して、石ノ森萬画館スタッフが石巻マン
ガロードを案内するツアーです。途中、記念撮影や食べ歩きなど毎回内容を変えて開催
します。
と　　き　5月16日（日）、6月20日（日）、7月18日（日）、8月15日（日）、9月19日（日）
　　　　　正午から1時間半程度
と  こ  ろ　石巻駅～石ノ森萬画館
定　　員　10人（各回）
※要予約。料金など、詳しくは問い合わせください。

マルホンまきあーとテラス

応
じ
て
委
託
料
を
支
払
い
ま

す
。

団
体
の
要
件

　

町
内
会
、婦
人
会
、育
成
会
、

老
人
ク
ラ
ブ
、企
業（
市
内
に
本

店
が
あ
る
）な
ど
の
団
体
で
、対

象
区
間
で
お
お
む
ね
１
０
０
平

方
㍍
以
上
の
除
草
を
年
２
回
以

上
実
施
で
き
る
団
体

※
道
路
愛
護
会
を
設
立
し
て
も

ら
い
ま
す
。

活
動
内
容

 

・ 

除
草（
路
肩
を
お
お
む
ね
１

㍍
の
範
囲
で
人
力
除
草
お
よ

び
機
械
除
草
）

 

・ 

街
路
樹
の
枝
払
い（
安
全
に

作
業
が
で
き
る
範
囲
）

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

□申 ・□問  　
道
路
第
１
課

　
（
内
線
５
６
１
７
）

高
齢
者
教
室「
石
巻
つ
く

も
大
学
」受
講
生
募
集

　
高
齢
者
が
年
齢
に
ふ
さ
わ
し

い
社
会
的
能
力
を
高
め
、さ
ら

に
は
積
極
的
な「
生
き
が
い
」を

求
め
て
、明
る
く
楽
し
い
学
習

を
す
る
た
め
に
開
設
し
ま
す
。

と
き　
５
月
14
日（
金
）～
令
和

４
年
３
月
18
日（
金
）

対
象　
昭
和
31
年
４
月
１
日
以

前
に
生
ま
れ
た
市
内
在
住
の

方
料
金　
３
、５
０
０
円（
年
会
費
）

申
込
方
法　
申
込
書
に
記
入
の

上
、年
会
費
を
添
え
て
直
接

窓
口
で
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

申
込
期
間　

４
月
７
日（
水
）

～
23
日（
金
）

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

※
土
日
を
除
く

□申 ・□問  　
石
巻
中
央
公
民
館

　
☎
２
２－

２
９
７
０

地
域
互
助
活
動
促
進
事
業

助
成
金

　
市
民
主
体
の
団
体
が
行
う
日

常
生
活
上
の
助
け
合
い
活
動
に

対
し
、助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

対
象　
市
内
に
活
動
の
拠
点
を

置
く
次
の
団
体

 

・ 

市
民
主
体
で
、構
成
員
が
５

人
以
上

 

・ 

会
則
、規
約
な
ど
を
有
す
る

対
象
事
業
お
よ
び
助
成
限
度
額

 

・ 

送
迎
支
援　

通
院
、社
会
参

加
な
ど
で
交
通
手
段
に
困
っ

て
い
る
高
齢
者
、障
害
者
な

ど
の
車
両
に
よ
る
送
迎

　
年
額
12
万
円

 

・ 

買
物
支
援　
生
活
物
資
の
調

達
が
困
難
で
、支
援
が
必
要

な
方
へ
の
互
助
的
な
支
援

　
年
額
６
万
円

 

・ 

見
守
り・
声
が
け
支
援　

訪

問
に
よ
る
見
守
り
、声
が
け

活
動
で
、安
否
確
認
、ひ
き
こ

も
り
防
止
な
ど
を
図
る
活
動

　
年
額
６
万
円

 

・ 

交
流・
助
け
合
い
活
動　

集

会
所
な
ど
を
活
用
し
た
高
齢

者
、子
ど
も
、障
害
者
な
ど
の

多
世
代
交
流
や
座
談
会
な
ど

　
年
額
６
万
円

対
象
経
費

　
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費

申
請
方
法　
申
請
書
と
必
要
書

類
を
窓
口
へ
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
助
成
対
象
団
体
の
設
立
、活

動
の
サ
ポ
ー
ト
を
実
施
し
ま

す
。事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

□申 ・□問   　
包
括
ケ
ア
推
進
室

　
（
内
線
２
５
７
３
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

自
衛
官
採
用
試
験

〈
自
衛
官
候
補
生
〉

応
募
資
格　
18
歳
以
上
33
歳
未

満
の
方

※
年
間
を
通
じ
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

〈
一
般
曹
候
補
生（
第
１
回
）〉

応
募
資
格　
18
歳
以
上
33
歳
未

満
の
方

受
付
期
限　
５
月
11
日（
火
）

〈
幹
部
候
補
生（
第
１
回
）〉

応
募
資
格　

 

・ 

一
般・
大
卒
程
度　

22
歳
以

上
26
歳
未
満
の
方（
20
歳
以

上
22
歳
未
満
の
方
は
大
卒

（
見
込
み
含
む
）、修
士
課
程

修
了
者
等（
見
込
み
含
む
）は

28
歳
未
満
の
方
）

 

・ 

一
般・
院
卒
者　

20
歳
以
上

28
歳
未
満
の
修
士
課
程
修
了

者
等（
見
込
み
含
む
）

 

・ 

歯
科・
薬
剤
科　

専
門
の
大

卒（
見
込
み
含
む
）で
20
歳
以

上
30
歳
未
満
の
方（
薬
剤
科

は
20
歳
以
上
28
歳
未
満
の

方
）

受
付
期
限　
４
月
28
日（
水
）

〈
医
科・歯
科
幹
部（
第
１
回
）〉

応
募
資
格　
医
師・
歯
科
医
師

の
免
許
取
得
者

受
付
期
限　
６
月
11
日（
金
）

〈
技
術
幹
部・曹（
海
お
よ
び
空
）〉

応
募
資
格

 

・ 

幹
部　

大
卒
以
上
の
方
で
、

応
募
資
格
に
定
め
ら
れ
た
学

部・専
攻
学
科
等
を
卒
業
後
、

２
年
以
上
の
業
務
経
験
の
あ

る
方

 

・ 

曹　

20
歳
以
上
の
方
で
、国

家
免
許
取
得
者
な
ど

受
付
期
限　
５
月
21
日（
金
）

□申 ・
□問   　

自
衛
隊
宮
城
地
方
協

力
本
部
石
巻
地
域
事
務
所

　
☎
８
３－

６
７
８
９

事
業
所
新
設
な
ど
で

電
気
料
金
を
補
助
し
ま
す

　

令
和
２
年
４
月
１
日
以
降
、

市
内
に
事
業
所
な
ど
を
新
設
ま

た
は
増
設
し
た
こ
と
で
電
力
会

社
と
の
契
約
電
力
が
増
加
し
、

か
つ
雇
用
者（
雇
用
保
険
の
一

般
被
保
険
者
）が
３
人
以
上
増

加
し
た
場
合
、電
気
料
金
の
一

部
を
補
助
し
ま
す（
原
子
力
発

電
施
設
等
周
辺
地
域
企
業
立
地

支
援
事
業
、通
称
Ｆ
補
助
金
）。

交
付
期
間　
８
年
間

対
象
区
域　
旧
石
巻
市
、旧
河

北
町
、旧
雄
勝
町
、旧
牡
鹿
町

募
集
時
期　
４
月
上
旬
～
中
旬

※
業
種
な
ど
の
要
件
が
あ
り
ま

す
の
で
、詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

□申 ・
□問   　
（
一
財
）電
源
地
域
振

興
セ
ン
タ
ー

☎
０
３－

６
３
７
２－

７
３
０
７

　
市
産
業
推
進
課

　
（
内
線
３
５
４
８
）

障
害
者
の
事
務
職
員
を

募
集
し
ま
す

　
一
般
企
業
な
ど
へ
の
就
職
の

実
現
を
図
る
チ
ャ
レ
ン
ジ
雇
用

の
一
環
と
し
て
、障
害
者
の
事

務
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

勤
務
場
所　
市
役
所・
各
総
合

支
所・各
支
所・そ
の
他
出
先

機
関
な
ど

募
集
人
員　
４
人
程
度

業
務
内
容　
パ
ソ
コ
ン
入
力 

・

出
力
業
務
、電
話
対
応
、窓
口

対
応
、書
類
の
整
理
、そ
の
他

事
務
の
補
助
な
ど

応
募
条
件

 

・ 

パ
ソ
コ
ン
の
操
作（
ワ
ー
ド
、

エ
ク
セ
ル
な
ど
）が
行
え
る

こ
と

 

・ 

障
害
者
手
帳（
身
体
障
害
者

手
帳
、療
育
手
帳
ま
た
は
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
）

の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

 

・ 

主
治
医
に
一
般
就
労
が
可
能

と
認
め
ら
れ
て
い
る
方

 

・ 

チ
ャ
レ
ン
ジ
雇
用
を
通
し
て

一
般
就
労
を
目
指
す
方

雇
用
期
間　

６
月
１
日（
火
）

～
令
和
４
年
３
月
31
日（
更

新
の
可
能
性
有
り
）

勤
務
日　

 

月
～
金
曜
日（
祝

日
、年
末
年
始
を
除
く
）

勤
務
時
間　

 

午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
の
う
ち
６
時

間
、週
30
時
間
勤
務

給
与　

 

時
間
額
８
９
７
円

 

・ 

交
通
費
別
途
支
給（
上
限
有

り
）、期
末
手
当
あ
り

加
入
保
険
等　
雇
用
保
険
、健

康
保
険
、厚
生
年
金
、公
務
災

害
補
償

申
込
方
法　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で

紹
介
状
を
受
け
取
り
、履
歴

書
、障
害
者
手
帳
の
写
し
、紹

介
状
を
郵
送
ま
た
は
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
４
月
19
日（
月
）

※
必
着

□申 ・□問   　
〒
９
８
６－

８
５
０
１

　
（
住
所
不
要
）

　
人
事
課（
内
線
４
０
６
７
）

地
域
づ
く
り
基
金
事
業

助
成
金

対
象
事
業　
地
域
活
性
化
お
よ

び
地
域
課
題
の
解
決
に
資
す

る
事
業

対
象
団
体　
次
の
要
件
を
全
て

満
た
す
団
体

 

・ 

２
人
以
上
で
組
織
し
て
い
る

 

・ 

規
約
、会
則
な
ど
が
あ
る

 

・ 

政
治
、宗
教
活
動
を
目
的
と

し
て
い
な
い

助
成
金
額　
上
限
30
万
円

助
成
率

 

・ 

自
治
会
の
場
合

　
助
成
対
象
経
費
の
１
０
０
％

 

・ 

自
治
会
以
外
の
団
体
の
場
合

　
助
成
対
象
経
費
の
70
％

申
込
方
法　
申
請
書
と
必
要
書

類
を
窓
口
に
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

※
国・県・市
な
ど
他
の
助
成
事

業
と
の
併
用
は
で
き
ま
せ

ん
。

申
込
期
限　
４
月
16
日（
金
）

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

□申 ・□問   　
地
域
協
働
課

　
（
内
線
４
２
３
９
）

い
し
の
ま
き
道
路

除
草
制
度

　
市
道
を
除
草
す
る
活
動
団
体

を
募
集
し
ま
す
。除
草
面
積
に
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４月の相談あんない
　行　　政　
●行政書士相談　※要予約
　19日（月）　午前10時～午後３時　　　 市役所  ２階相談室Ａ・Ｂ
　※持続化給付金の相談も受け付けます。
　□申 ・□問  　宮城県行政書士会石巻支部　☎95-3820
●行政相談
　６日（火）　午前10時～午後３時　　　雄勝総合支所　２階会議室
　７日（水）　午前10時～正午　　　　　桃生総合支所　２階会議室
　８日（木）　午前10時～午後３時　　　牡鹿総合支所　２階研修室
　14日（水）　午後１時30分～３時30分　市役所　２階相談室B
　16日（金）　午前10時～午後３時　　　河北総合支所
　□問　東北管区行政評価局　☎022-262-7839

　法　　律　
●弁護士による無料法律相談　（市役所　２階市民相談センター相談室）
　13日（火）　かもめ法律事務所　　　　住吉弁護士
　27日（火）　あおぞら総合法律事務所　小川弁護士
　午前10時30分～午後４時
　※定員１日９人〔先着〕　※要予約　予約受付開始　１日（木）　午前９時
　□申 ・□問　市民相談センター（内線2532 ・ 2534）
●仙台弁護士会法律相談　※要予約
　（石巻法律相談センター　穀町12-18　石巻駅前ビル４階　☎23-5451）
　月～金曜日（祝日を除く）　午後１時30分～４時30分
　日曜日（祝日を除く）　　　午前10時30分～午後４時30分
※相談内容や経済状況により、無料で相談を受けられる場合があります。
毎月第１火曜日　交通事故相談　午後１時30分～４時30分
第１火曜日が祝日の場合は第２火曜日
※前週金曜日までに要予約
※５回まで無料（ただし刑事事件を除く）

　□申 ・□問　仙台弁護士会法律相談センター　☎022-223-2383
午前10時～午後５時　※土日 ・ 祝日を除く
※当日の相談予約 ・ キャンセルは直接、石巻法律相談センターへ　

●司法書士による無料法律相談会　※予約優先
　（石巻司法書士相談センター  鋳銭場5-9  いせんばプラザ102号）
　毎週金 ・ 土曜日（祝日を除く）　午後１時30分～４時30分
　※司法書士が無料で相続登記 ・ 法律相談に応じます。
　※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止している場合があります。
　□申 ・□問　石巻司法書士相談センター　☎96-3611
　　　　　午前９時～午後５時（土日 ・ 祝日を除く）

　交通事故　
●県交通事故相談（県石巻合同庁舎　１階県民サービスセンター）
　午前８時30分～午後４時45分（土日 ・ 祝日を除く）
　☎95-1411
●交通事故に伴う自動車保険請求相談
　（そんぽADRセンター東北）
　午前９時15分～午後５時（土日 ・ 祝日を除く）
　☎0570-022808

　子  ど  も　
●18歳未満の子どもに関する相談
　県東部児童相談所（県石巻合同庁舎）
　午前８時30分～午後５時15分（土日 ・ 祝日を除く）
　☎95-1121
●子育てに関する相談　子育て支援課
　午前８時30分～午後５時（土日・祝日を除く）　☎24-6848

　暮  ら  し　
●無料人権相談（特設人権相談窓口）
　特設人権無料相談窓口を次のとおり開設します。
　６日（火）　午前10時～午後３時　雄勝総合支所　２階会議室
　７日（水）　午前10時～午後３時　桃生総合支所　２階会議室
　８日（木）　午前10時～午後３時　牡鹿総合支所　２階研修室
　※仙台法務局石巻支局では、随時相談を受け付けています。
　□問　仙台法務局石巻支局　☎22-6188
●年金受給に関する相談（石巻年金事務所　☎22-5115）　※要予約
 ・ 毎週月曜日（休日のときは翌日）は相談時間を午後７時まで延長します。
（受付時間  午後６時まで）
 ・ 休日年金相談　10日（土）  午前９時30分～午後4時
　（受付時間  午後３時まで）

●県消費生活相談（県石巻合同庁舎　１階県民サービスセンター）
　午前９時～午後４時（土日 ・ 祝日を除く）　☎93-5700
●市民生活相談（市役所　２階市民相談センター）
　※時間はいずれも午前９時～午後５時
　市民相談（内線2532）　※土日 ・ 祝日を除く
　家庭児童相談（内線2534）　※月 ・ 火 ・ 木 ・ 金曜日
　少年相談（内線2533）　※月 ・ 火 ・ 水 ・ 木曜日
　消費生活相談（☎23-5040）　※土日 ・ 祝日を除く
●虐待 ・ ＤＶ相談（市役所　２階虐待防止センター）
　午前８時30分～午後５時　※土日 ・ 祝日を除く
　（内線2535 ・ 2538 ・ 2539 ・ 2543）　直通☎23-6614
　※児童、高齢者、障害者の各種虐待相談およびＤＶ相談
●福祉まるごと相談（市役所　２階包括ケア推進室）
　午前９時～午後５時（土日 ・ 祝日を除く）
　日曜開設　第３日曜日　午前９時～午後１時　※要予約
　※４月１日（木）から、会場と電話番号を変更します。
　　詳しくはホームページなどでお知らせします。
　※各総合支所でも相談を受け付けています。（要予約）
　午前９時～午後５時（土日・祝日を除く）
　□申 ・□問  　福祉まるごと相談窓口　包括ケア推進室（内線2574）
　　　　　各総合支所市民福祉課
●住居確保給付金の相談（市役所　２階保護課）
　午前８時30分～午後５時　※土日 ・ 祝日を除く
　 ・ 住居確保給付金は、離職などにより経済的に困窮し、住居を失った方やその

恐れのある方に対し、資産や収入、求職活動をすることなどを要件として
一定期間支給される給付金です。家賃の支払いにお困りの方は保護課窓口
までご相談ください。

　□問　保護課（内線2505）
●生活保護 ・ 生活困窮者の相談（市役所　２階保護課）
　午前８時30分～午後５時　※土日 ・ 祝日を除く
　 ・ 生活にお困りの方は、保護課窓口までご相談ください。
　□問　保護課（内線2503）

　障  害  者
●障害のある方に関する相談
　石巻市・女川町基幹相談センターくるみ　☎24-8355
　障害児（者）相談支援事業所“Kai”　☎93-2924
　障害者相談支援センター桜・さくら　☎98-7760
　ひまわりデイサービスセンター障がい者相談支援室　☎84-2518
　障がい者相談支援事業所「とも」　☎98-8326

　介　　護
●各地区包括支援センター　※（　　）内は担当地区
　中央（石巻 ・ 中央）　☎21-5171　　河北（河北）　☎61-1252
　稲井（稲井 ・ 住吉）　☎93-8166　　雄勝（雄勝）　☎61-3732
　蛇田（蛇田）　　　　☎92-7355　　河南（河南）　☎86-5501
　山下（山下・釜・大街道） ☎96-2010　　ものう（桃生） ☎76-5581
　渡波（渡波 ・ 荻浜）　☎25-3771　　北上（北上）　☎61-7023
　湊（湊）　　　　　　☎90-3146　　牡鹿（牡鹿）　☎44-1652
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